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［事案 2021-211］死亡保険金等支払請求  

・令和 4年 5月 17 日 裁定終了 

＜事案の概要＞ 

告知義務違反により契約が解除されたことを不服として、解除の取消しと死亡保険金等の支

払いを求めて申立てのあったもの。 

＜申立人の主張＞ 

被保険者が大動脈解離により入院し、出血性ショックで死亡したため、平成 31 年 3 月に契

約した養老保険の医療特約にもとづき、死亡保険金および疾病入院保険金を請求したところ、

告知義務違反により契約が解除となった。しかし、以下の理由により、解除を取り消して、死

亡保険金および疾病入院保険金を支払ってほしい。 

(1)告知書の内容からは、5 年以上前の大動脈解離の事実記載の必要性はないと考えるのが一

般的である。 

(2)大動脈解離は持病に類するものでなく、再発も予想されにくい病気である。 

＜保険会社の主張＞ 

以下の理由により、申立人の請求に応じることはできない。 

(1)被保険者は、平成 26 年 11 月に大動脈解離により入院し、以降定期的に通院治療をしてい

る。 

(2)死亡保険金の支払事由が、解除の原因となった事実にもとづくため、死亡保険金を支払う

ことはできない。 

(3)疾病入院保険金については、発病が特約の保険期間外のため支払うことはできない。 

＜裁定の概要＞ 

1.裁定手続 

裁定審査会は、当事者から提出された書面にもとづく審理の他、本件にかかる経緯等と和解

を相当とする事情の有無を確認するため、申立人および申立人子に対して事情聴取を行った。 

2.裁定結果 

上記手続の結果、契約解除の取消しおよび死亡保険金等の支払いは認められず、その他保険

会社に指摘すべき特段の個別事情も見出せないことから、和解による解決の見込みがないと判

断して、手続を終了した。 

 

 


